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セーフガード発動物品一覧（2025 年 10 月 31 日時点）

● 錦糸製品

No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税

第Ⅰ期 
（2025 年 10 月 30
日～2026 年 10 月

29 日） 

第Ⅱ期 
（2026 年 10 月 30
日～2027 年 10 月

29 日） 

第Ⅲ期 
（2027 年 10 月 30
日～2028 年 10 月

29 日） 
1 5204.11.10 

1 キログラム当たり

IDR 7,500 
1 キログラム当たり

IDR 7,388 
１キログラム当たり

IDR 7,277 

2 5204.19.00 
3 5204.20.00 
4 5205.11.00 
5 5205.12.00 
6 5205.21.00 
7 5205.22.00 
8 5205.24.00 
9 5205.26.00 
10 5205.32.00 
11 5205.41.00 
12 5205.42.00 
13 5205.43.00 
14 5205.47.00 
15 5205.48.00 
16 5206.11.00 
17 5206.12.00 
18 5206.14.00 
19 5206.21.00 
20 5206.23.00 
21 5206.24.00 
22 5206.25.00 
23 5206.31.00 
24 5206.32.00 
25 5206.33.00 
26 5206.42.00 
27 5206.45.00 

（注）財務大臣規則別紙に記載の 120 カ国・地域（WTO 加盟の開発途上国など）から輸入される

ものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外となる。

ジェトロ「ビジネス短信」添付資料
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 （出所）財務大臣規則 2025 年第 67 号を基にジェトロ作成 
 

● 発泡ポリスチレン（1 品目） 

No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2025 年 5 月 23 日

～2026 年 5 月 22
日） 

第Ⅱ期 
（2026 年 5 月 23 日

～2027 年 5 月 22
日） 

第Ⅲ期 
（2027 年 5 月 23 日

～2028 年 5 月 22
日） 

1 3903.11.10 1 キログラム当たり

IDR 2,352.478 
1 キログラム当たり

IDR 2,328.473 
１キログラム当たり

IDR 2,304.468 
（注）財務大臣規則別紙に記載の 124 カ国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から

輸入されるものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外とな

る。 
 （出所）財務大臣規則 2025 年第 29 号を基にジェトロ作成 

 
● セラミックタイル製品（12 品目） 

No. HS コード 品目概要 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2025 年 2 月 26 日～

2026 年 2 月 25 日） 

第Ⅱ期 
（2026 年 2 月 26 日～

2027 年 2 月 25 日） 
1 6907.21.91 

一辺 7cm 以上

の正方形を覆

うことができ

るもの 

12.72% 12.44% 

2 6907.21.92 
3 6907.21.93 
4 6907.21.94 
5 6907.22.91 
6 6907.22.92 
7 6907.22.93 
8 6907.22.94 
9 6907.23.91 
10 6907.23.92 
11 6907.23.93 
12 6907.23.94 

（注）財務大臣規則別紙に記載の 124 か国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から

輸入されるものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外とな

る。 
 （出所）財務大臣規則 2025 年第 14 号を基にジェトロ作成 

 
● スラグウール、ロックウール製品（2品目） 
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No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2025 年 2 月 25 日

～2026 年 2 月 24
日） 

第Ⅱ期 
（2026 年 2 月 25 日

～2027 年 2 月 24
日） 

第Ⅲ期 
（2027 年 2 月 25 日

～2028 年 2 月 24
日） 

1 ex 
6806.10.00 
（注 1） 1 キログラム当たり

IDR 20,284 
1 キログラム当たり

IDR 18,256 
１キログラム当たり

IDR 16,430 2 ex 
6806.90.00 
（注 1） 

（注）ex の表示は、当該 HS コードに分類される物品のうち特定の物品のみが対象となることを

指す。本規則では、バルク、シート、スラブ、板、ロール、毛布、ワイヤー入り毛布のものが

セーフガード関税の対象となる。 

（出所）財務大臣規則 2025年第 8号を基にジェトロ作成 

 
● カーペット製品（1 品目） 

No. 対象物品 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
（1 平方メートル当たり） 

第Ⅰ期 
（2024 年 8 月 20
日～2025 年 8 月

19 日） 

第Ⅱ期 
（2025 年 8 月

20 日～2026 年 8
月 19 日） 

第Ⅲ期 
（2026 年 8 月 20
日～2027 年 8 月

19 日） 

  1 
カーペットなどの繊維床材

製品で、関税分類（HS）
57 類に分類されるもの 

IDR 74,461 IDR 71,058 IDR 67,811 

（注）財務大臣規則別紙に記載の 121 か国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から

輸入されるものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外とな

る。 
 （出所）財務大臣規則 2024 年第 49 号を基にジェトロ作成 

 
● 繊維製品（107 品目） 

A. セーフガード対象品目、輸入関税率、発動期間 
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No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2024 年 8 月 9 日～

2025 年 8 月 8 日） 

第Ⅱ期 
（2025 年 8 月 9 日～

2026 年 8 月 8 日） 

第Ⅲ期 
（2026 年 8 月 9 日～

2027 年 8 月 8 日） 
A.綿織物（1 メートル当たり） 
  1 5208.12.00 IDR 1,657 IDR 1,599 IDR 1,542 
  2 5208.32.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
  3 5208.49.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
  4 5208.51.90 IDR 3,207 IDR 3,094 IDR 2,985 
  5 5208.52.90 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
  6 5209.12.00 IDR 3,315 IDR 3,198 IDR 3,086 
  7 5209.22.00 IDR 3,315 IDR 3,198 IDR 3,086 
  8 5209.29.00 IDR 3,315 IDR 3,198 IDR 3,086 
  9 5209.32.00 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 10 5209.39.00 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 11 5209.42.00 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 12 5209.51.90 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 13 5209.59.90 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 14 5210.29.00 IDR 1,842 IDR 1,777 IDR 1,714 
 15 5210.39.00 IDR 5,701 IDR 5,500 IDR 5,307 
 16 5210.41.90 IDR 5,701 IDR 5,500 IDR 5,307 
 17 5210.51.90 IDR 5,701 IDR 5,500 IDR 5,307 
 18 5211.11.00 IDR 3,315 IDR 3,198 IDR 3,086 
 19 5211.19.00 IDR 3,315 IDR 3,198 IDR 3,086 
 20 5211.20.00 IDR 3,315 IDR 3,198 IDR 3,086 
 21 5211.42.00 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 22 5211.43.00 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 23 5211.49.00 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 24 5212.11.00 IDR 1,657 IDR 1,599 IDR 1,542 
 25 5212.24.00 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
 26 5212.25.90 IDR 10,261 IDR 9,899 IDR 9,551 
B.合成・人工フィラメント糸の織物（1 メートル当たり） 
 27 ex5407.10.20 

タイヤ用また

はコンベヤ

ー・ダック用

の織物で、漂

白されていな

IDR 1,507 IDR 1,454 IDR 1,403 
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No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2024 年 8 月 9 日～

2025 年 8 月 8 日） 

第Ⅱ期 
（2025 年 8 月 9 日～

2026 年 8 月 8 日） 

第Ⅲ期 
（2026 年 8 月 9 日～

2027 年 8 月 8 日） 
いものでない

もの 
 28 5407.10.91 IDR 1,507 IDR 1,454 IDR 1,403 
 29 5407.20.00 IDR 1,507 IDR 1,454 IDR 1,403 
 30 5407.30.00 IDR 1,507 IDR 1,454 IDR 1,403 
 31 5407.44.00 IDR 4,664 IDR 4,500 IDR 4,341 
 32 5407.51.00 IDR 1,382 IDR 1,333 IDR 1,286 
 33 5407.52.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 34 5407.53.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 35 5407.54.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 36 5407.61.90 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 37 5407.74.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 38 5407.81.00 IDR 1,507 IDR 1,454 IDR 1,403 
 39 5407.82.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 40 5407.83.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 41 5407.84.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 42 5407.91.00 IDR 1,507 IDR 1,454 IDR 1,403 
 43 5407.92.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 44 5407.93.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 45 5407.94.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 46 5408.22.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 47 5408.24.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 48 5408.32.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 49 5408.34.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
C.合成・人工ステープル繊維の織物（1 メートル当たり） 
 50 5512.29.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 51 5513.11.00 IDR 1,382 IDR 1,333 IDR 1,286 
 52 5513.12.00 IDR 1,382 IDR 1,333 IDR 1,286 
 53 5513.21.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 54 5513.23.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 55 5513.39.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 56 5513.49.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 57 5514.12.00 IDR 1,657 IDR 1,599 IDR 1,542 
 58 5514.21.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
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No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2024 年 8 月 9 日～

2025 年 8 月 8 日） 

第Ⅱ期 
（2025 年 8 月 9 日～

2026 年 8 月 8 日） 

第Ⅲ期 
（2026 年 8 月 9 日～

2027 年 8 月 8 日） 
 59 5514.22.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 60 5514.29.00 IDR 6,413 IDR 6,187 IDR 5,969 
 61 5514.42.00 IDR 6,413 IDR 6,187 IDR 5,969 
 62 5514.43.00 IDR 5,701 IDR 5,500 IDR 5,307 
 63 5514.49.00 IDR 5,701 IDR 5,500 IDR 5,307 
 64 5515.11.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 65 5515.12.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 65 5515.91.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 66 5515.99.90 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 67 5516.11.00 IDR 1,657 IDR 1,599 IDR 1,542 
 68 5516.13.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 69 5516.14.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 70 5513.23.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 71 5516.22.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 72 5516.24.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
 73 5516.92.00 IDR 5,131 IDR 4,950 IDR 4,776 
D.チュールおよびその他ネット生地、レース、刺繍生地 （1 キログラム当たり、No.82 のみ 1
メートル当たり） 
 74 5804.10.11 IDR 25,648 IDR 24,745 IDR 23,874 
 75 5804.10.19 IDR 25,648 IDR 24,745 IDR 23,874 
 76 5804.10.29 IDR 25,655 IDR 24,752 IDR 23,881 
 77 5804.10.99 IDR 25,655 IDR 24,752 IDR 23,881 
 78 5804.21.90 IDR 25,655 IDR 24,752 IDR 23,881 
 79 5804.29.10 IDR 25,654 IDR 24,751 IDR 23,880 
 80 5804.29.90 IDR 25,654 IDR 24,751 IDR 23,880 
 81 5804.30.00 IDR 25,654 IDR 24,751 IDR 23,880 
 82 5810.92.00 IDR 6,414 IDR 6,188 IDR 5,970 
E.ニットまたはかぎ針編みの生地（1 キログラム当たり） 
83 6001.21.00 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
84 6001.92.20 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
85 6001.92.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
86 6004.10.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
87 6004.90.00 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
88 6005.21.00 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
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No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2024 年 8 月 9 日～

2025 年 8 月 8 日） 

第Ⅱ期 
（2025 年 8 月 9 日～

2026 年 8 月 8 日） 

第Ⅲ期 
（2026 年 8 月 9 日～

2027 年 8 月 8 日） 
89 6005.36.90 IDR 8,285 IDR 7,995 IDR 7,710 
90 6005.37.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
91 6005.90.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
92 6006.10.00 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
93 6006.21.00 IDR 8,285 IDR 7,995 IDR 7,710 
94 6006.22.00 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
95 6006.23.00 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
96 6006.24.00 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
97 6006.31.90 IDR 8,285 IDR 7,995 IDR 7,710 
98 6006.32.10 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
99 6006.32.20 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
100 6006.32.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
101 6006.33.10 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
102 6006.34.10 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
103 6006.42.10 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
104 6006.42.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
105 6006.43.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
106 6006.44.10 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 
107 6006.44.90 IDR 25,655 IDR 24,750 IDR 23,880 

（注）財務大臣規則別紙では原則、対象除外の品目が 1 つ以上ある国がリスト化されている。記載

された 124 か国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から輸入されるものは、通

関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外となる。なお、日本はすべ

ての品目（A、B、C、D、E）でセーフガードの対象となる。 
 （出所）財務大臣規則 2024 年第 48 号を基にジェトロ作成 

 
● 製造たばこ用の巻紙（8 品目） 

No. HS コード 品目概要 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2024 年 1
月 6 日～2025
年 1 月 5 日） 

第Ⅱ期 
（2025 年 1 月

6 日～2026 年

1 月 5 日） 

第Ⅲ期 
（2026 年 1

月 6 日～2027
年 1 月 5 日） 

  1 4813.20.21 a. 紙巻きたばこ用包装紙

（紙巻きたばことその混

合物の包装紙として使用

Rp 3,923,900 
/ Ton 

Rp 3,885,850 / 
Ton 

Rp 3,847,800 
/ Ton 

  2 4813.20.23 
  3 4813.20.31 
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No. HS コード 品目概要 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2024 年 1
月 6 日～2025
年 1 月 5 日） 

第Ⅱ期 
（2025 年 1 月

6 日～2026 年

1 月 5 日） 

第Ⅲ期 
（2026 年 1

月 6 日～2027
年 1 月 5 日） 

  4 4813.20.32 され、紙巻きたばこに成

形されるもの）。 
b. タバコのプラグフィルタ

ーを包む最外層で、

CORESTA 透気度に基づ

く最大空隙率が 12 cm3 
(min-Lem-2) である無孔

プラグラップ紙 

  5 4813.90.11 
  6 4813.90.19 
  7 4813.90.91 
  8 4813.90.99 

（注）財務大臣規程別紙に記載の 122 か国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から

輸入されるものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外とな

る。 
 （出所）財務大臣規程 2023 年第 151 号を基にジェトロ作成 

 
● 蒸発器（1 品目） 

HS コード 品目概要 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2023 年 9 月

5 日～2024 年

9 月 4 日） 

第Ⅱ期 
（2024 年 9 月

5 日～2025 年

9 月 4 日） 

第Ⅲ期 
（2025 年 9 月

5 日～2026 年

9 月 4 日） 
ex8418.99.10 8418.99.10 に分類される蒸

発器（Evaporator）のう

ち、ロールボンド型、フィ

ン型のもの 

12.5% 11% 9.5% 

（注）財務大臣規程別紙に記載の 122 か国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から

輸入されるものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外とな

る。 
 （出所）財務大臣規程 2023 年第 75 号を基にジェトロ作成 
 
● カーテン、室内用ブラインドまたはベッドスプレッド（6 品目） 

No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2023 年 5 月 15 日～

2024 年 5 月 14 日） 

第Ⅱ期 
（2024 年 5 月 15 日～

2025 年 5 月 14 日） 

第Ⅲ期 
（2025 年 5 月 15 日～

2026 年 5 月 14 日） 
  1 6303.12.00 IDR 22,717.00/Kg IDR 16,595.00/Kg IDR 10,473.00/Kg 
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No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2023 年 5 月 15 日～

2024 年 5 月 14 日） 

第Ⅱ期 
（2024 年 5 月 15 日～

2025 年 5 月 14 日） 

第Ⅲ期 
（2025 年 5 月 15 日～

2026 年 5 月 14 日） 
  2 6303.19.90 
  3 6303.91.00 
  4 6303.92.00 
  5 6303.99.00 
  6 6304.19.90 
  7 6304.91.90 
  8 6304.92.00 

（注）財務大臣規程別紙に記載の 121 か国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から

輸入されるものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外とな

る。 
 （出所）財務大臣規程 2023 年第 45 号を基にジェトロ作成 
 
● 合成繊維の紡績糸・再生繊維又は半合成繊維の紡績糸（6 品目） 

No. HS コード 

セーフガード措置として追加される輸入関税 
第Ⅰ期 

（2023 年 5 月 15 日～

2024 年 5 月 14 日） 

第Ⅱ期 
（2024 年 5 月 15 日～

2025 年 5 月 14 日） 

第Ⅲ期 
（2025 年 5 月 15 日～

2026 年 5 月 14 日） 
  1 5509.22.00 

IDR 766.00/Kg IDR 553.00/Kg IDR 340.00/Kg 

  2 5509.32.00 
  3 5509.51.00 
  4 5509.53.00 
  5 5510.12.00 
  6 5510.90.00 

（注）財務大臣規程別紙に記載の 120 か国・地域（インドネシアを除く ASEAN 加盟国など）から

輸入されるものは、通関時に原産地証明書を提出することにより、セーフガード適用除外とな

る。 
 （出所）財務大臣規程 2023 年第 46 号を基にジェトロ作成 


